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議題（６）第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の進捗について   

 

 令和３年３月に策定した第８期刈谷市介護保険事業計画・刈谷市高齢者福祉

計画の目標を達成するため、各種取組の進捗を確認し、課題と対応策を考え、

必要に応じ、継続的に改善し続けていく必要があります。  

 計画に位置付けた全１８施策・７７取組について、半期ごとに実施内容を振

り返り、進捗状況の自己評価を行い、課題と対応策をまとめました。ここでは、

重点取組として位置付けた１０取組について、令和４年度の進捗状況を報告し

ます。  

  

 

 

 

 

＜重点取組の進捗状況の構成＞（２～１１ページ）  

・基本目標ごとに２つ設定されている重点取組について、進捗状況を見開き２

ページにまとめています。  

・左ページは、基本目標ごとに位置付けた重点目標に対する「現状と課題」、そ

して「第８期における具体的な取組」、そして重点取組に紐づく「指標項目

の実績値と目標値」を記載しています。  

・右ページは、具体的な取組ごとに、令和４年度前期及び後期の「自己評価結

果」について、「実施内容」、「自己評価結果」、「課題と対応策」に分けて記載

しています。  
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第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画　重点取組の進捗状況

基本目標

施策の方向

重点取組

施策の方向

重点取組

指標項目 2021年度（実績） 2022年度（目標） 2022年度（実績） 2023年度（目標）

はつらつサポーター
数（人） 23 160 31 170

介護予防ポイントの
スタンプ数（個） 767 10,500 2,402 10,600

「北部生涯学習センターかきつばた」は、愛知教育大学の北東にあります。

１　生涯現役を実現する介護予防の推進

（１）健康づくりの推進

⑥げんきプラザの拡充【新】

（３）生活支援・介護予防サービスの充実

④担い手活動による介護予防の推進

現状と課題（計画書P50)

　本市では、今後、75歳以上の高齢者の割合が高まる見込みであり、さらに団塊ジュニア世代と言われる年
齢層の人口も多くなっています。支援が必要な高齢者が中・長期的に増加することが予想されることから、
健康づくりと介護予防事業等を切れ目なく一体的に実施していきます。特に高齢期においては心身が衰え
た状態である「フレイル」への対策が求められており、心と身体の両面から総合的な予防対策を行っていく
必要があります。
　市民の健康づくりの拠点である健康増進施設「げんきプラザ」は利用者の約８割が65歳以上の高齢者と
なっており、健康づくりのみならず、介護予防の観点からも大きな効果を発揮しています。今後、より幅広い
市民に対し、介護予防に取り組むきっかけを提供できるよう、受け入れ体制を充実していく必要があります。
　また地域では、高齢者のみの世帯が増加しており、日常生活における見守り活動や生活支援のニーズが
高まっています。そのため、介護予防ポイント事業を拡充し、高齢者の活動の場を広げ、介護予防のきっか
けづくりと担い手の増加を図り、生活支援サービスの提供体制を充実します。

第８期における具体的な取組

（１）健康づくりの推進
⑥げんきプラザの拡充 （計画書P57）
・総合健康センター３階の「げんきプラザ」において、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを促進します。
・「げんきプラザ」のサテライト施設を整備し、健康づくりの場を拡充します。

（３）生活支援・介護予防サービスの充実
④担い手活動による介護予防の推進 （計画書P62）
・高齢者が自らの介護予防や健康づくりを行いながらボランティア活動ができる仕組みである介護予防ポイ
ント事業を実施します。
・対象となるポイント付与事業の拡充を図ることで、高齢者の活躍の場を広げます。

目標
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重点取組 ⑥

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

重点取組 ④

実施内容

〇△×を選択⇒ △ 〇△×を選択⇒ △

課題と対応策

げんきプラザの拡充

自己評価結果

年度
令和４年度

前期 後期

令和５年度の開設に向け関係機関と運営
に関する打合せを実施した。
また、必要物品の入札を行った。

令和５年度の開設に向け、改修工事を行
い、関係機関と運営に関する打合せを実
施した。
また、必要物品の納品、内覧会を行っ
た。

委託先の社会福祉協議会がサポーターの
登録とボランティアの活動場所のマッチン
グを行う。他市への同事業の調査や、サ
ポーター受け入れ施設へのアンケートを
実施し、課題の抽出を行った。

委託先の社会福祉協議会がサポーター
の登録とボランティアの活動場所のマッ
チングを行う。コロナ禍以前に登録のあっ
たサポーターに対しサポーター登録の勧
奨を図った。

自己評価結果 計画通り、打合せを進めることができた。 計画通り、令和５年４月開設の準備がで
きた。

令和５年度の開設に向けて、委託業者等
と連携を図り、事業内容等を決定する。

委託業者と連携し、必要に応じ運用の見
直しを行う。

自己評価結果

担い手活動による介護予防の推進

年度
令和４年度

前期 後期

自己評価結果

はつらつサポーター登録者３１人、介護予
防ポイントスタンプ数１,０９９ポイント。
コロナ禍のため、感染症対策として、多く
の高齢者施設等がボランティアサポー
ター活動の受入制限をし、実際活動がで
きず、サポーター登録者が伸びなかった
が、他市への同事業の調査や、サポー
ター受け入れ施設へのアンケートを実施
し、課題の抽出はできた。

はつらつサポーター登録者３１人、介護
予防ポイントスタンプ数１,３０３ポイント。
コロナ禍のため、感染症対策として、多く
の高齢者施設等がボランティアサポー
ター活動の受入制限をし、実際活動がで
きず、サポーター登録者が伸びなかった
が、コロナ禍以前に登録のあったサポー
ターに対しサポーター登録の勧奨を図る
ことができた。

新型コロナウイルス感染症拡大が落ち着
いたら、活動できるよう、既存の受け入れ
施設に確認するとともにサポーターの募集
を行う。

新型コロナウイルス感染症拡大が落ち着
いたら、活動できるよう、既存の受け入れ
施設に確認するとともにサポーターの募
集を行う。
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第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画　重点取組の進捗状況

基本目標

施策の方向

重点取組

施策の方向

重点取組

２　地域での暮らしを支える体制整備

（１）地域包括支援センターの機能充実

現状と課題（計画書P51）

　身近な範囲での地域づくりを活性化させていくためには、地域の実情に即して支援できる体制を整備して
いく必要があります。本市では、３つの日常生活圏域に６か所の地域包括支援センターを設置し、高齢者
支援の中核をなす地域包括支援センターの機能を強化してきました。今後ますます多様化することが予想
される高齢者の暮らしの課題に対する相談支援機能を強化するため、基幹型地域包括支援センターを整
備し、各地域包括支援センター間の調整や統括、困難事例の解決に向けた後方支援を行います。
　また、アンケート結果では、自由意見として多岐に渡る高齢者の生活上の課題が寄せられました。中でも
高齢者の生活の不安において、通院や買い物等の移動に関することが大きくなっているため、住み慣れた
地域での生活を安心して継続できるよう、移動に関する支援体制を充実させていきます。

第８期における具体的な取組

（１）地域包括支援センターの機能充実
④基幹型地域包括支援センターの整備 （計画書P64）
・基幹型地域包括支援センターを設置し、市内６か所の地域包括支援センター間の調整や統括、虐待や
困難事例の解決に向けた支援を行います。

（５）高齢者の移動支援の充実
②地域に密着した公共交通システムの整備 （計画書P73）
・高齢者の買い物、通院等の外出を支援する乗り合い交通システム等を活用した高齢者の外出支援策の
検討を進めます。

（５）高齢者の移動支援の充実

④基幹型地域包括支援センターの整備【新】

②地域に密着した公共交通システムの整備【新】
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重点取組 ④

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

重点取組 ②

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

基幹型地域包括支援センターの役割強
化のため、地域包括支援センターの後方
支援以外の業務を検討する。

基幹型地域包括支援センターの役割強
化のため、地域包括支援センターの後方
支援以外の業務を検討する。
市役所本庁への移転による連携強化を
図る。

自己評価結果

基幹型地域包括支援センターの整備

年度
令和４年度

自己評価結果

年度
令和４年度

前期 後期

地域に密着した公共交通システムの整備

前期 後期

市内６ヶ所の地域包括支援センターとは
別に基幹型地域包括支援センターを高齢
者福祉センターを設置し、地域包括支援
センター間の調整や統括、虐待や困難事
例の解決に向けた支援を行った。

地域包括支援センターの後方支援業務
を実施した。
市と関係機関との連携強化のため、基幹
型包括支援センターの市役所本庁への
移設へ向けて協議を行った。

自己評価結果

設置初年度ではあるが、事業計画に基づ
き事業を実施することができた。
基幹型地域包括支援センターの役割の強
化のため、各包括支援センターが抱える
課題等の洗い出しを行った。

設置初年度ではあるが、事業計画に基
づき事業を実施することができた。
基幹型地域包括支援センターの役割の
強化のため、各包括支援センターが抱え
る課題等の洗い出しを行った。

意見交換会の結果分析や、乗り合い交通
システム等を継続して検討する。

意見交換会の結果分析や、乗り合い交
通システム等を継続して検討する。

公共交通に関する意見交換会を実施し
た。また、地域に密着した公共交通サービ
スの検討を、継続的に進めている。

公共交通に関する意見交換会を実施し
た。また、地域に密着した公共交通サー
ビスの検討を、継続的に進めている。

自己評価結果

市民の公共交通に関する利用状況や意
向を把握するため、意見交換会を実施し
た。情報収集等を行い、乗り合い交通シス
テムの検討を進めた。

市民の公共交通に関する利用状況や意
向を把握するため、意見交換会を実施し
た。情報収集等を行い、乗り合い交通シ
ステムの検討を進めた。
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第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画　重点取組の進捗状況

基本目標

施策の方向

重点取組

施策の方向

重点取組

指標項目 2021年度（実績） 2022年度（目標） 2022年度（実績） 2023年度（目標）

在宅医療・介護連携に関
する関係者向け研修実施
回数（回）

2 2 2 2

３　在宅医療・介護連携の推進

（１）医療・介護連携のための基盤整備

現状と課題（計画書P51）

　今後、75歳以上の高齢者が増加する見込みであり、それに伴い医療を必要とする要支援・要介護認定者
や認知症高齢者が増加する見通しです。このような中、できる限り住み慣れた地域で生活を継続し、自宅
等、望んだ場所で人生の最期を迎えることができる環境を整備していくことが重要です。
　本市では、平成27年度（2015年度）に「刈谷市在宅医療・介護連携推進協議会」を設置し、現状の把握や
課題の抽出や医療と介護の連携強化に向けた検討を進めています。さらに平成29年度（2017年度）からは
刈谷市医療・介護・福祉ネットワーク「えんｊｏｙネット刈谷」を運用し、ＩＣＴを活用した多職種での情報共有を
支援しています。
　要支援・要介護認定者の医療ニーズの高まり等を踏まえ、ケアマネジメントの強化や喀痰(かくたん)吸引、
経管栄養等の医療的なケアが必要な人が利用できるサービスの充実などを行うとともに、既存のネットワー
クの仕組みを活用し、より一層の医療・介護連携の強化を図っていく必要があります。
　令和２年（2020年）４月には地域の医療・介護の関係団体等のさらなる連携に向けて、刈谷市在宅医療・
介護連携推進協議会により「医療・介護多職種連携マニュアル」が策定されました。今後も、高齢者が安心
して在宅生活を継続できるよう、このマニュアルの活用を促し、連携を強化していきます。

第８期における具体的な取組

（１）医療・介護連携のための基盤整備
③切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 （計画書P76）
・地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、支援が必要となる４場面（日常の療養支援、入退院支援、急
変時の対応、看取り）を中心に、切れ目なく一体的に在宅医療と在宅介護が提供される体制の構築に向け
た取組を企画・立案します。
・今後のさらなる高齢化を見据え、医師会等との連携のもとで、看取り等に関する取組や認知症高齢者へ
の対応を強化するための取組について検討を進めます。
・多職種連携マニュアルの周知・活用を促します。

（２）医療・介護連携のための相互理解の促進
①医療・介護関係者の研修 （計画書P78）
・地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行います。ま
た、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修会や介護関係者に医療に関する研修会等を
開催します。

目標

（２）医療・介護連携のための相互理解の促進

③切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

①医療・介護関係者の研修
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重点取組 ③

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

重点取組 ①

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

関係機関との意見交換を通して、多職種
連携マニュアルの内容の充実を図る。

交流会での意見等を踏まえ、多職種連
携の観点でテーマを決め、引き続き交流
会を開催するなど、多職種連携の推進を
図る。

自己評価結果

切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

年度
令和４年度

自己評価結果

年度
令和４年度

前期 後期

医療・介護関係者の研修

前期 後期

多職種連携マニュアについて、３師会（医
師会・歯科医師会・薬剤師会）へ配布する
とともに、見直しを検討した。
医療・介護関係者の意見交流会、多職種
交流会のテーマや開催方法について関
係機関と協議した。

医療と介護の連携による支援が必要な４
場面の１つである「入退院支援」につい
て、医療・介護関係者の意見交流会を開
催した。
「歯科診療へ繋がったケース、繋げること
に困難を要したケース」をテーマに事例
検討による多職種交流会を開催した。

自己評価結果
多職種連携マニュアルを配布することで、
連携方法や連携することの重要性を専門
職に周知できた。

意見交換会の参加者：１６人
多職種交流会の参加者：２４人（１２職種）

勉強会でのアンケート結果や医療・介護
関係者との協議により、課題を抽出し、引
き続き勉強会を開催するなど、医療・介護
関係者への支援を実施する。

勉強会でのアンケート結果や医療・介護
関係者との協議により、課題を抽出し、引
き続き研修会を開催するなど、医療・介
護関係者への支援を実施する。

医療・介護関係者向けに「多職種連携の
ためのスキルを考える」をテーマにICTの
活用について、地域医療・介護・包括ケア
連携勉強会を開催した。

医療・介護関係者向けに「被災地の現状
を知り、BCP策定へ活かす」をテーマに、
在宅医療介護連携研修会を開催した。

自己評価結果 勉強会の参加者：２７人 研修会の参加者：３５人

疾病を抱えても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活

を続けられるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携し、在宅

医療・介護を一体的に提供できる体制の構築を推進します。
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第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画　重点取組の進捗状況

基本目標

施策の方向

指標項目 2021年度（実績） 2022年度（目標） 2022年度（実績） 2023年度（目標）

認知症初期集中支援
チームの支援件数（件） 15 48 23 60

４　認知症施策の充実

（２）認知症の人や家族への支援体制の強化

重点取組

現状と課題（計画書P52）

　アンケート結果から、高齢者が認知症になることへの不安を持っていることや認知症になっても安心して
生活できるよう気軽に相談できる窓口等を求めていることがわかりました。認知症への関心が高まるなか、
本人や家族が、症状に気づき始める初期から、症状が進行していく過程の各段階に対応して受けられる支
援等を周知していく必要があります。
　本市では、平成27年（2015年）３月に、認知症の進行段階に応じた適切な医療・介護サービスの提供の流
れをまとめた「認知症ケアパス」を作成しました。その後、平成30年（2018年）に内容を改定するなどし、より
スムーズな支援の提供を目指してきましたが、市民に対してより一層の周知を図っていくことが必要です。
　また、認知症のケアは、可能な限り早く発見し、早期治療により症状の進行を抑えることも重要であるた
め、認知症が疑われる人やその家族への支援を専門家が互いに連携して行うことが求められます。
　国において令和元年（2019年）６月に示された「認知症施策推進大綱」では「認知症の発症を遅らせ、認
知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会」が目指されており、今後、後期高齢者が増加する
ことが見込まれるため、認知症施策を推進していくことが重要です。

①認知症ケアパスの普及

③認知症初期集中支援チームの充実

第８期における具体的な取組

（２）認知症の人や家族への支援体制の強化
①認知症ケアパスの普及 （計画書P82）
・認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような医療や介
護サービスを受ければよいか理解できるよう、認知症ケアパスの普及と活用の促進を図ります。
・必要に応じた改定により、利用しやすい内容へと見直しを図ります。
・幅広い人に利用されるよう、市民だより等を通じた周知・啓発や、認知症サポーター養成講座等での普及
を図ります。

③認知症初期集中支援チームの充実 （計画書P82）
・複数の専門職が認知症の初期から家庭訪問等を行い、認知症の人のアセスメントや家族の支援等を行う
「認知症初期集中支援チーム」を設置するとともに、活用の推進を図ります。
・認知症の人やその家族に早期から関わり、早期診断対応に向けた支援体制を構築し、活動の充実を図り
ます。

目標

基本目標4 8



重点取組 ①

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

重点取組 ③

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

後期

自己評価結果

市民に向けた「認知症サポーター養成講
座」で２回、「あたまの健康チェック」で４
回、「介護に関する入門的研修」で１回、
計８７人に認知症ケアパスを配布し、活用
方法を周知した。

市民に向けた「認知症サポーター養成講
座」で２回、「あたまの健康チェック」で２
回、「認知症家族支援プログラム」で１
回、計９９人に認知症ケアパスを配布し、
活用方法を周知した。

認知症地域支援推進員と連携し、認知症
ケアパスの内容更新について検討した。

検討結果をもとに、制度内容の変更等に
ついて、認知症ケアパスの更新を行っ
た。

自己評価結果

年度
令和４年度

前期 後期

市民向け講座等や、窓口で認知症の相談
を受けた場合に配布した。

市民向け講座等や、窓口で認知症の相
談を受けた場合に配布した。

自己評価結果

年度
令和４年度

前期

認知症初期集中支援チームの充実

認知症ケアパスの普及

支援件数が目標値と比較して低い傾向に
ある。チーム員同士が情報共有や活動報
告を行うことができる打合せの場を設ける
等、支援活動の促進を図っていく。

支援件数が目標値と比較して低い傾向
にある。チーム員同士が情報共有や活動
報告を行うことができる打合せの場を設
ける等、支援活動の促進を図っていく。

認知症初期集中支援チーム員会議を定
期的に開催し、支援対象者や介護者に対
してどのような医療、介護が必要か等の検
討を行った。

認知症初期集中支援チーム員会議を定
期的に開催し、支援対象者や介護者に
対してどのような医療、介護が必要か等
の検討を行った。また、各支援チーム（６
か所）同士の意見交換会を実施し、チー
ム員及び医師と共に、現在の課題を共有
し課題解決に向けて検討を行った。

自己評価結果 認知症初期集中支援チームの支援件数：
１９件

認知症初期集中支援チームの支援件数
年間：２３件

基本目標4 9



第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画　重点取組の進捗状況

基本目標

施策の方向

指標項目 2021年度（実績） 2022年度（目標） 2022年度（実績） 2023年度（目標）

介護職員初任者研修費
補助制度の利用件数
（件）

0 20 10 20

介護に関する入門的研修
等の受講者数（人） 17 20 20 20

５　安定的な介護保険制度の運営

（４）介護人材の確保・育成

重点取組

現状と課題（計画書P53）

　介護・福祉分野の人材不足は全国的にも課題となっています。長期的には本市においても人口減少によ
る担い手の不足が顕著になることが想定され、要支援・要介護認定者の増加に対応できるよう、量・質の両
面から介護現場の人材確保・育成・定着が求められます。
　市内のサービス事業所においても、職員の不足による利用制限や事業の廃止等の事例がみられており、
今後は業務効率化や新たな人材の受入れや定着、離職防止への対応等に取り組んでいく必要がありま
す。それぞれの事業所が円滑に様々な課題に対応できるよう、市として、支援体制を整備していきます。

①多様な人材の確保・育成の支援【新】

②介護職の魅力向上【新】

第８期における具体的な取組

（４）介護人材の確保・育成
①多様な人材の確保・育成の支援 （計画書P92）
・初任者研修等の介護職の資格取得を支援します。
・介護未経験者に介護について理解を深め、不安なく介護分野で働けるよう介護に関する入門的研修等を
実施します。
・国や愛知県等による介護人材確保に関する取組・制度の周知及び活用促進を図ります。
・介護助手等の取組について情報収集を進めます。

②介護職の魅力向上 （計画書P92）
・市民だよりやホームページ、各種イベント等を通じ、介護職の魅力発信の機会をつくります。
・介護関係事業所での中学校の職場体験の受入れ機会の拡充や、中学生向けの講演会や授業等の実施
を通じ、若い世代に対して介護職の魅力を発信します。

目標
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重点取組 ①

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ △

課題と対応策

重点取組 ②

実施内容

〇△×を選択⇒ 〇 〇△×を選択⇒ 〇

課題と対応策

自己評価結果

多様な人材の確保・育成の支援

年度
令和４年度

前期 後期

介護に関する入門的研修を令和４年７～８
月に実施した。
国や愛知県等による介護人材確保に関す
る取組・制度について、ホームページ等を
活用し周知に努めた。
介護職員初任者研修の資格取得制度に
ついて、事業所向け補助の法人全額負担
の要件を緩和し、個人向け補助を新設す
ることで、補助制度の拡充を行った。介護
職員初任者研修及び主任介護支援専門
員研修費補助制度を市HPに掲載するとと
もに、市内事業所へ周知した。

国や愛知県等による介護人材確保に関
する取組・制度について、ホームページ
等を活用し周知に努めた。
介護職員初任者研修及び主任介護支援
専門員研修費補助制度を市HPに掲載
するとともに、市内事業所へ周知した。

自己評価結果

介護に関する入門的研修の参加者数：２０
人（定員２０人）
介護職員初任者研修費補助制度利用：７
件
主任介護支援専門員研修費補助制度利
用：９件

介護職員初任者研修費補助制度利用：
３件
主任介護支援専門員研修費補助制度利
用：０件

介護職員初任者研修の資格取得に係る
補助事業について、市HPへの掲載や市
内事業所への周知を継続して実施する。
介護に関する入門的研修の参加者を新な
介護人材として育成する仕組みづくりを検
討する。

介護職員初任者研修の資格取得に係る
補助事業について、市HPへの掲載や市
内事業所への周知を継続して実施する。

自己評価結果

年度
令和４年度

前期 後期

介護職の魅力向上

各種イベント等に出展し、引き続き介護職
の魅力発信に努める。

各種イベント等に出展し、引き続き介護
職の魅力発信に努める。

刈谷わんさか祭りに出展し、介護職を啓発
するうちわや風船を配布した。
福祉用具貸与・販売事業所と共同して出
展した。電動車いすの試乗体験を行うこと
で、魅力あるブースとなるよう努めた。

福祉・健康フェスティバルに出展し、介護
職を啓発するうちわや風船を配布した。
福祉用具貸与・販売事業所と共同して出
展した。電動車いすの試乗体験を行い、
VRを使って認知症を体験できるようにす
ることで、魅力あるブースとなるよう努め
た。

自己評価結果
刈谷わんさか祭りでの活動を通して、幅広
い世代に介護職の啓発を行うことができ
た。

福祉・健康フェスティバルでの活動を通し
て、幅広い世代に介護職の啓発を行うこ
とができた。
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